
第３号様式（第３条関係）

不燃化推進特定整備地区
整備プログラム

【葛飾区】

堀切二丁目周辺及び四丁目地区

令和８年 ３月

葛飾区



第３号様式（第３条関係）

堀切二丁目

堀切三丁目の一部

令和７年度までの主な取組 令和８年度以降の主な取組

当　　初 68.5ha 令和  ３年（正式値）

区域変更 ha 令和  ６年（参考値）

平成26年4月1日

地区の現況・課題

58.3%

2.0ha

54.7%

4 3 3

30.1ha 5 4 5

【コア事業】
・主要生活道路の整備
・老朽建築物の除却の促進
・不燃化建替の促進

【コア事業以外】
・公園・広場の整備
・無接道敷地への対策

【コア事業】
・主要生活道路の整備
・老朽建築物の除却の促進
・不燃化建替の促進（一部拡充）

【コア事業以外】
・公園・広場の整備
・無接道敷地への対策

区域変更 ha 最終目標値（令和１２年）

（１）整備目標
　本地区の住宅の多くが木造を中心とした老朽建物であり、かつ住宅が密集した状況にあることから、地震による建物倒壊や火災による延焼の恐れ等の危険性が非常に高い地区となっている。また、ほとんどの道路
が幅員４ｍ未満の細街路であることから火災時の緊急車両の進入や避難路の確保も困難である。このため、本地区の整備目標を不燃領域率の向上（70％達成）と消防活動困難区域の解消とする。

（２）整備方針
　　防災上有効な幅員６ｍ以上の主要生活道路及び公園等のオープンスペースの整備に必要な用地を引き続き積極的に買収していく。これに伴い除去される老朽建築物等の耐火・準耐火建築物への建替えを進
めるとともに、不燃化建替え・取壊し助成事業を推進し、地区全体の建物の不燃化を図っていく。

70% 計 68.5ha

整備目標・方針

【地区の現況】
　当地区は、京成電鉄本線堀切菖蒲園駅が隣接し、京成電鉄本線が通り、平和橋通り、綾瀬川に囲まれた約68.5ｈａの区域である。
　地区の現況は、不燃領域率は58.3％となっている。（令和７年３月末時点）
【地区の課題】
　老朽住宅が密集し災害時の延焼の危険性の高い地区である。さらに、地区内には、６ｍ以上の道路ネットワークが不足しているため、消防活動困難区域が広がっており、災害時の対応が困難である。さらに、当地
区の住宅の多くが木造を中心とした老朽建物であり、かつ住宅が密集した状況にあることから、地震による建物倒壊や火災による延焼の恐れ等の危険性が非常に高い地区となっている。そのため、消防困難区域の
解消や沿道の不燃化による安全な避難路の確保が課題であり、密集事業と併せて早急な不燃化建替え促進が必要である。
　上記の課題を受け、平成27年度から密集住宅市街地整備促進事業を開始し、主要生活道路や公園等の整備用地の買収を進めているが、地区内の老朽建築物が密集した状況が課題となっている。

特区指定経緯 不燃領域率

3

堀切四丁目の一部 23.2ha 4 4 4

13.2ha 4 3平成２８年（正式値）

堀切一丁目の一部

指定年月日 面積

56.9%

１　整備目標・方針

地区名 堀切二丁目周辺及び四丁目地区 整備地域名 立石・四つ木・堀切地域

位　　置 葛飾区堀切一丁目の一部及び堀切二丁目並びに堀切三丁目及び堀切四丁目の各一部 地域危険度（第９回）令和４年９月

町丁目 面積新防火地域等 平成28年3月15日決定（防災街区整備地区計画） 倒壊 火災 総合



第３号様式（第３条関係）

２　地区内での取組

不燃化特区による支援 その他の支援（密集事業等）

A-1 区
・士業派遣支援
・用地折衝等派遣支援

・住宅市街地総合整備事業（密集型）
・東京都木造住宅密集地域整備事業

A-2 区

・士業派遣支援
・戸別訪問支援
・老朽建築物除却等支援
・固定資産税及び都市計画税の減免

A-3 区

・まちづくりコンサルタント派遣支援
・士業派遣支援
・戸別訪問支援
・共同建替え助成支援
・戸建建替え助成支援
・固定資産税及び都市計画税の減免

B-1 区
・士業派遣支援
・用地折衝等派遣支援

・住宅市街地総合整備事業（密集型）
・東京都木造住宅密集地域整備事業

B-2 区
・無接道敷地対策コーディネーター
  派遣支援
・戸別訪問支援

規制誘導策 C-1 区

継続事業

規制誘導の実施有無・
進捗状況

備考

平成28年3月:
防災街区整備地区計画都市
計画決定

規制誘導の範囲等

地区内全域

備考事業の進捗状況

地区内全域

主要生活道路1号線：平成27年度現況測量
　　　　　　　　　　　　　　 令和５年度用地測量
主要生活道路3号線：平成27年度現況測量
　　　　　　　　　　　　　　 令和６年度用地測量
主要生活道路5号線：平成27年度現況調査
　　　　　　　　　　　　   　平成28年度用地測量
　　　　　　　　　　　　　   平成28年度用地取得
　　　　　　　　　　　　   　平成29年度用地測量
　　　　　　　　　　　　   　平成30年度建物調査

幅員6ｍ
[主要生活道路１]
延長259ｍ
[主要生活道路2]
延長174ｍ
[主要生活道路3]
延長253.5ｍ
[主要生活道路4]
延長467ｍ
[主要生活道路5]
延長260ｍ

継続事業

継続事業

継続事業

継続事業

事業
主体

・消防活動困難区域の解消、
 消防水利への寄り付き改善
 のため

事業手法

面積　約7,300㎡

事業規模

・不燃化特区の老朽建築物
 除却支援を活用し老朽建築
 物の除却を促進する

地区内全域

・地区内の無接道敷地に対し
 て、無接道敷地等対策コー
 ディネーターを派遣し、無接
 道敷地における不燃化建替
 えを促進する

規制誘導の手法

地区内全域  68.5ha

事業項目
事業
番号

主要生活道路の整備

不燃化建替の促進（一部拡
充）

コア事業

コア事業
以外の事業

無接道敷地への対策

公園・広場の整備

老朽建築物の除却の
促進

事業概要

・不燃化特区の共同建替え
 助成支援及び戸建建替え
 支援を活用し不燃化建替え
 を促進する

・震災時の消防水利の確保
 及び延焼火災を遮断する
 ための公園・広場の整備を
 進める

事業
番号

規制誘導の目的 規制誘導の内容

・建築物の構造に関する防火上必要な制限、敷地面積の最低限度、壁面等の位置の
 指定、道路沿いの工作物の制限等

地区計画

・安心・安全で暮らしやすい
 まちづくりを進めるため、防災
 街区整備地区計画を導入
 し、不燃建築物の誘導と環境
 の維持・向上に努める

決定
権者
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３　区域図 堀切二丁目周辺及び四丁目地区
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４　整備方針図 堀切二丁目周辺及び四丁目地区

旧小谷野
小学校

堀切菖蒲園駅

堀切

小学校

菖蒲園

堀切3丁目

堀切2丁目

●コア事業による取組
Ａ－１ 主要生活道路の整備
Ａ－２ 老朽建築物の除却の促進

（地区内全域）
Ａ－３ 不燃化建替の促進

（一部拡充） （地区内全域）

●地区内全域におけるコア事業以外
の取組
Ｂ－１ 公園・広場の整備
Ｂ－２ 無接道敷地への対策

堀切4丁目

主要生活道路１号線

主要生活道路２号線

主要生活道路３号線

主要生活道路４号線

主要生活道路５号線

不燃化特区区域

コア事業 区施行主要生活道路整備
堀切１丁目
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５　整備スケジュール

A-2
老朽建築物の除却の
促進

A-３ 不燃化建替の促進（一部拡充）

規制誘導策 C-1 地区計画

令和１２年度

コア事業

A-1 主要生活道路の整備

事業内容 令和７年度（前計画） 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

コア事業
以外の事業

B-1 公園・広場の整備

B-２ 無接道敷地への対策

（注）区以外の事業については参考スケジュールを示す。

①二丁目周辺（主要生活道路 4号・5号）

②四丁目（主要生活道路 1号・2号・3号）

用地折衝・設計・整備工事

用地折衝・設計・整備工事

老朽建築物除却の助成金の周知・活用

戸建て・共同建替え助成支援の周知・活用

戸別訪問や不燃化セミナーによる不燃化建替えの啓発・促進

士業派遣の活用による不燃化建替えの啓発・促進

固定資産税・都市計画税の減免

まちづくりコンサルタント派遣

用地情報の取得・用地取得・整備

無接道敷地の調査・コーディネーター派遣

構造制限による不燃化誘導


